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請求人が請求人の元代表者に退職金として支払った
金員は、当該元代表者に退職の事実があるから、損
金の額に算入すべきとされた事例

令和2年12月15日裁決 裁決事例集№121

裁決の要旨

原処分庁は、請求人の元代表取締役（本件元代表者）が、請求人の代
表取締役及び取締役の辞任（本件辞任）後においても、引き続き請求人
の経営に従事しており、みなし役員に該当するから、実質的に退職した
とは認められないとして、請求人が本件元代表者に支払った退職金の金
額（本件退職金額）は、法人税法第34条｟役員給与の損金不算入｠第1
項括弧書所定の退職給与に該当しない旨を主張するが、①原処分庁がそ
の認定の根拠として摘示する各事実には、いずれもその裏付けとなる退
職当時の客観的な証拠がなく、②各関係者の各申述においても、本件元
代表者の請求人への具体的な関与状況が明らかではない。また、③本件
元代表者は、退職後に請求人から報酬等を受領していないと認められ、
④本件元代表者の退職後に請求人の代表取締役となった者が、その代表
取締役としての職務を全く行っていなかったと認めるに足りる証拠もな
いことからすれば、本件元代表者が退職後も継続して、請求人の経営に
従事していたと認めることはできない。
したがって、本件退職金額は、退職給与として、請求人の損金の額に
算入される。

本裁決のポイント解説

1 法人税法上、法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監
事及び清算人を役員とするとともに、取締役等の法的な地位を有して
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本裁決の留意点
1 本事例では、請求人の代表取締役及び取締役を辞任した元代表者
が、本件辞任後も継続して請求人の事業運営上の重要事項に参画して
いたとは認められず、請求人を実質的に退職していなかったとは認め
られないとしたものであるが、その判断に至った事実認定の過程は、
実務においても参考となる。

2 原処分庁は、質問応答記録書を主張の根拠として審判所に提出して
いる。質問応答記録書は直接証拠とはならないが、間接証拠として事
実認定に使われることが多い。この点、本裁決においては、申述者と
請求人との関係に言及し、利害が対立する場合には、申述の信用性に
つき慎重に検討する必要があるとしている。そして、申述の内容が具
体性を欠くものであることや他の客観的証拠がないことから申述の信
用性の評価を低いものとして位置付けている。争訟において審判所等
が申述を証拠として採用するか否かについては、その申述の首尾一貫
性や、内容の具体性なども考慮されることとなろう。
また、原処分庁は画像データを主張の根拠として審判所に提出して

いるが、この点に関しても、当該画像データが退職時から相当期間が
経過していること、具体的な業務内容との関係があいまいであること
等から的確な証拠たり得ないとしている。
なお、請求人側からすれば、質問応答記録書の申述者が利害の対立

する者ではなく、他の客観的証拠との整合性があり、また、申述の内
容に具体性があるなど、間接証拠の信用性を高める証拠が他にも存在
する場合には、原処分庁の主張が採用される可能性もあることに留意
すべきである。

3 審判所においては、裁判所と同様、法的三段論法により判断を行っ
ている。法的三段論法とは、「法の適用は、法令の条文（要件＝法的
効果）を大前提とし、証拠によって認定された具体的事実を小前提と
して法令への当てはめを行い、その法的効果を判断することにより結
論を導く」というものである。したがって、審査請求における主張・
立証に当たっては、法的三段論法を意識した上で、審判所から主張へ

／【Ｚ：】Ｓｅｒｖｅｒ／ＤＢＰ／東京第一／税務重要裁決／企業編／企業編／法人税 2023.02.06 14.49.15 Page 240

法人税

149

の支持を得られるよう努めることが肝要であろう。

◆関係法令
法人税法第2条第15号、第34条第1項、法人税令第7条

◆関係キーワード
役員退職金、みなし役員、法人の経営に従事、質問応答記録書

◆参考判決・裁決
東京地裁平成29年1月12日判決・平成27年（行ウ）204号（税資267号順
号12952）
平成24年3月27日裁決（裁決事例集№86）（『税務重要裁決事例 企業
編』158頁）
平成29年7月14日裁決（裁決事例集№108）（『税務重要裁決事例 企業
編』165頁）

（髙田次郎）
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